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○ この会員規約（要約）は、カード会員規約の抜粋をわかりやすく記したものです。 

○ お申込みの受付後、入会審査をさせていただきます。株式会社ＯＣＳ（当社）が入会を承認した場合は、カー

ドとともに８ポイントで印刷した会員規約の全文（「個人情報の取扱いに関する同意条項」の全文含む）をお

送りします。カードのご利用枠はその際ご案内いたします。 

○ 会員規約をよく読み、カードをご利用ください。会員規約を承認できない場合は、ただちにカードを当社へ返

却し入会申込を撤回できます。  

○ 入会申込書は返却いたしません。あらかじめご了承ください。 

 

１（会員資格） 

(1) 会員とは本規約の内容を承認し、本規約を契約の内容とすることに合意したうえ、株式会社Ｏ

ＣＳ（以下「当社」といいます。）に、「ＯＣＳミリオカード」（以下「カード」といいま

す。）のカード会員として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。 

(2) 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。 

(3) 会員には、本人会員と家族会員とがあります。 

(4) 家族会員とは、本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認の上家族会員として

の入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方とします｡本人会員は当社が家族会員用に発行

するカード（以下「家族カード」といいます｡）を、本規約に基づき本人会員の代理人として

家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家

族カードを利用できるものとします。なお、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与に

ついて、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、所定の方法により家族会員によ

る家族カードの利用の中止を届出るものとします｡本人会員は、この届出以前に本代理権が消

滅したことを当社に対して主張できません。 

(5) 家族会員による家族カードの利用は全て本人会員の代理人としての利用となります。当該家族

カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担します。又、本人会員は自ら本規約を

遵守する他、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、

本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、又は家族会員が本規約を遵守しなかったこ

とにより生じた当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損害を含みます｡）を何れも

賠償するものとします。 

(6) 家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対して通知することをあ

らかじめ承諾するものとします。 

２（カードの貸与と取扱い、有効期間） 

(1) 当社は会員１名につきカードを１枚発行し貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属

します。 

(2) カ－ドは会員のみが利用でき、他人に譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の

移転その他一切の処分をすることができません。ただし、本規約で別に定める 場合又は当

社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカード返却を

請求したときは、会員はこれに応じるものとします。 

(3) カードの有効期間については１年とし、期間満了日の３０日前までに会員より別段の意思表

示がない場合には、当社は審査のうえ更に１年間を限度に会員資格を認め本契 約を更新す

ることができ、以後も同様とします。 

(4) 当社が会員資格の更新を認めなかった場合、有効期間中になされた取引についてはなお本規

約を適用するものとします。 
３（暗証番号） 

(1) 会員は、入会申込時に暗証番号を当社へ届出いただきます。暗証番号の届出がない場合には、ご利用いた

だけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であること

を認識し「００００」「９９９９」および生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数

字を選択し登録するものとします。 

(2) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録さ

れた暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、登録された暗

証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

なお、家族会員が本項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠

償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。 

４（カードの利用可能枠） 

(1) カードの利用可能枠は、本人会員の希望する利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とし、その増額につ

いては、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限り増額するものとします。なお、当社は、会員

のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、利用可能枠を変更し、または新

たな融資を実行しないことができるものとします。変更に際しては、会員に対し通知するものとします。

なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、会員は変更内容を承認したものとします。 

(2) 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。ま

た、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括し

て直ちにお支払いただきます。 

５（届出事項の変更・通知等の送付） 

(1) 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先（連絡先）・取引目的・職業・指定預金口座等について変更が

あった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。 

(2) 会員は(1)の住所・氏名等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達

となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、

(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明し

たときはこの限りではありません。 

(3) 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受

領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情

があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 

(4) 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先（連絡先）等の変更

を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届

出をしたものとみなすことがあります。 

(5) （１）・（４）のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項

に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがありま

す。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。 

(6) 会員が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき、また、会員が選任した任意後見人について任意後見監督

人が選任されたときは、直ちに当社に報告し、報告がなかったことにより会員に損害が生じても、当社は責

任を負わないものとします。会員の後見人・保佐人・補助人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたときも

同様とします。 

６（期限の利益喪失） 

(1) 本人会員が、カードの支払金の支払いを１回でも遅滞したときは、未払債務全額について当然に期限の

利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。(ただし、利息制限法第１条第１項に

規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。) 

(2) 次のいずれかの事由に該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未

払債務を直ちに支払うものとします。 

① 本人会員が自ら振出した手形、小切手が不渡り、または一般の支払いを停止したとき。 

② 本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分（ただし、信用に関しないものを除きます。）の申立または滞

納処分を受けたとき。 

③ 本人会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 

④ 本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依

頼した旨の通知が当社に到達したとき。 

⑤ 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたと

き。 

⑥ 本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったことを当社が知ったとき。 

⑦ 当社からの書面による通知が申込書上の住所（住所変更がなされた場合は当該変更後の住所）宛てに発送さ

れたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒  否の理由で通知が到達しなかったときで当

該通知発送の日より２５日間経過したとき。（ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、

通知の名宛人がこ  れを証明したときを除きます。）  

(3) 次のいずれかの事由に該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対す

る一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 

① 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 

② 本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申

立または解散その他営業の廃止があったとき。 

③ 会員が死亡したことを当社が知ったとき。 

④ 会員が本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。 

⑤ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。 

７（退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却） 

(1)会員の都合により退会するときは、当社あてに当社所定の方法により届出るとともに、カード

を返却または切断し使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、会員は退会申出

後であってもカード利用による支払金の未払債務を完済しなければならないものとします。会

員の申出による退会は上記のカード返却または処分および未払債務の完済をもって効果を生じ

るものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いた

だくことがあります。 

(2)会員は沖縄県外へ転出する際は退会するものとし、カードの返却および未払債務を完済しなけ

ればならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちに

お支払いただくことがあります。 

(3)本人会員が退会した場合、家族会員も同様に退会になるものとします。 

(4)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カード使用の停止また

は会員の資格を取消すことができるものとします。 

①会員が入会時に虚偽の申告をした場合。 

②会員が本規約のいずれかに違反した場合。 

③会員が第２１条(1)で指定する書類を提出しなかった場合。 

④本人会員がカード利用による支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。 

⑤会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。 

⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が 

会員への通知連絡について不能と判断したとき。 

⑦会員が死亡したとき。 

⑧会員が第１４条(1)で規定する反社会的勢力であることを当社が知ったとき。 

⑨会員が第１４条(2)に該当する行為をしたとき。 

⑩その他当社が会員として不適格と判断した場合。 

(5)カードの利用可能枠は、途上与信により会員の利用状況、借り入れ状況を調査のうえ、会員の

支払能力に応じて利用可能枠の減枠(利用可能枠を０円とすることを含む。)、または利用の停止

をすることができるものとします。 

(6)(4)に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、

カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員の

負担とします。 

(7)(6)の定めにかかわらず、(4)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員は直ちに

会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の

状態にして処分しなければなりません。 

(8)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したとき

は、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。 

８（カード利用に関する書面の交付） 
(1)当社は、会員が本規約にもとづくカードを利用した場合、貸金業法第１７条第１項にもとづき、

ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面（以下「ご融資明細書（貸金業法第１７条書面）」

といいます。）を本人会員に交付します。 

(2)会員が承認した場合、当社は「ご融資明細書（貸金業法第１７条書面）」および「受取証書

（貸金業法第１８条書面）」を貸金業法第１７条第６項、同法第１８条第３項にもとづき、一

定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとしま

す。（注） 

(3)会員は当社所定の手続きをとられた場合には、前項(1)(2)の書面を電子メールの送信その他の電

磁的な方法により当該書面の記載事項を提供することができるものとします。 

９（提出書類） 

(1)当社は、入会申込時および本契約期間中いつでも、貸金業法その他法令等の定めにより、収入

を証明する書面、その他の必要な書類の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるも

のとします。なお、会員が当社の求めに応じない場合は、当社は会員資格の取消、カードの全

部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引き下げ等の措置をとることができるものとし

ます。 

(2)会員が本規約に基づき提出した書類は、法令で定める場合または当社が特に認めたときを除き

返還されないこと、並びに当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに同意するものとし

ます。 

 

  

ＯＣＳミリオカード会員規約（要約） 



[当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関] 

（名 称）日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

（住 所）〒108-0074 東京都港区高輪３－１９－１５ 二葉高輪ビル２階 

（ＴＥＬ）０３－５７３９－３８６１ 

（ＦＡＸ）０３－５７３９－３０２４ 

 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-11-1 

貸金業者登録番号 沖縄総合事務局長（６）第０００１７号

日本貸金業協会会員 第００５４７４号 

サポートセンター 

（総合案内窓口）０９８－９０１－００９４ 平日9 時～17 時（自動音声対応／24 時間365 日受付）

お客様相談室 

（苦情・相談窓口）０１２０－１１－０４０４ 平日9 時～17 時
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